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（
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
八
条
の
う
ち
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
中
第
十
六
号

を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第
四
号
中
「
別
表
第
二
第
九
号
」
を
「
別
表
第
二
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
九
条
及
び
第
百
九
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
八
十
九
条
及
び
第
百
九
十
条

削
除

第
百
九
十
六
条
の
う
ち
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
十
五
条
の
改
正
規
定
中
「
第
百
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
中「
超
え
る
」を
、「
第

百
三
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
中
「
数
の
」
を
加
え
、
同
法
附
則
第
百
二
十
七
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。

（
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条

削
除

（
処
分
、
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
廃
止
又
は
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続

そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
相
当

の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
六
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る

経
過
措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を

削
る
。

（
警
察
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

犯
罪
に
よ
る
収
益
に
関
す
る
情
報
の
集
約
、
整
理
及
び
分
析
並
び
に
関
係
機
関
に
対
す
る
提
供
に
関
す
る
こ

と
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
第
二
十
三
号
」
を
「
第
五
条
第
二
項
第
二
十
四
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
四
号
」

を
「
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
」
を
「
第
五
条
第
二
項
第
十
七
号
及
び
第
十

八
号
」
に
改
め
る
。

（
金
融
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

金
融
庁
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
十
三
号
の
二
を
削
る
。

第
八
条
中
「
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
及
び
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
三
十
二
号
）」を
「
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

二
十
二
号
）」に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
及
び
預
金
口
座
等
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に

関
す
る
法
律
」
を
「
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
検
討
）

第
二
十
七
条

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
の
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
、
犯
罪
に
よ
る

収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
国
際
的
動
向
等
を
勘
案
し
、
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置

が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
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特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
二
十
三
号

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律

目
次第

一
章

総
則

第
一
節

通
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
節

予
算
（
第
三
条
e

第
七
条
）

第
三
節

決
算
（
第
八
条
e

第
十
条
）

第
四
節

余
裕
金
等
の
預
託
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
五
節

借
入
金
等
（
第
十
三
条
e

第
十
七
条
）

第
六
節

繰
越
し
（
第
十
八
条
）

第
七
節

財
務
情
報
の
開
示
（
第
十
九
条
・
第
二
十
条
）

第
二
章

各
特
別
会
計
の
目
的
、
管
理
及
び
経
理

第
一
節

交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
（
第
二
十
一
条
e

第
二
十
七
条
）

第
二
節

地
震
再
保
険
特
別
会
計
（
第
二
十
八
条
e

第
三
十
七
条
）

第
三
節

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
（
第
三
十
八
条
e

第
四
十
九
条
）

第
四
節

財
政
投
融
資
特
別
会
計
（
第
五
十
条
e

第
七
十
条
）

第
五
節

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
（
第
七
十
一
条
e

第
八
十
四
条
）

第
六
節

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
（
第
八
十
五
条
e

第
九
十
五
条
）

第
七
節

労
働
保
険
特
別
会
計
（
第
九
十
六
条
e

第
百
七
条
）

第
八
節

年
金
特
別
会
計
（
第
百
八
条
e

第
百
二
十
三
条
）

第
九
節

食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
（
第
百
二
十
四
条
e

第
百
三
十
七
条
）

第
十
節

農
業
共
済
再
保
険
特
別
会
計
（
第
百
三
十
八
条
e

第
百
四
十
九
条
）
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